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衆
議
院
議
員
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君
提
出
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
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一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
は
、
派
遣
元
事
業
主
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元

事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
派
遣
労
働
者
（
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
公
正
な
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
の
原
資
と
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
個
々
の
派
遣
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
額
は
派

遣
元
事
業
主
と
当
該
派
遣
元
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
と
の
間
の
労
働
契
約
に
基
づ
き
個
々
に
定
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
二
十
六
条
第
十
一
項
（
以
下
「
改
正
後
の
法
第
二
十
六
条
第
十
一
項
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
お
い
て
は
、
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派

遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
に
つ
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
が
、
法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
（
法
第
三
十
条
の

四
第
一
項
の
協
定
に
係
る
労
働
者
派
遣
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
協
定
の
定

め
）
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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改
正
後
の
法
第
二
十
六
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
義
務
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働

大
臣
（
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
法
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
を
委
任
さ
れ
た
都
道
府
県
労
働
局
長
等
を
含

む
。
）
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
又

は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
法
の
適
正
な
施
行
に
向
け
法
の
内
容
の
周
知
に
努

め
る
と
と
も
に
、
施
行
後
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
よ
り
、
法
の
適
正
な
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


